
現 場 説 明 書 
 

 

１．件名  椿森緑地法面工事（１工区） 

 

２．現場説明書及び現場説明に対する質問回答書について 

 （１）質問提出期限 令和８年６月１８日（木）１７：００まで 

『提出期限までに「質問回答書」の提出がない場合は、「質問事項なし」とみなします。また、

何らかの理由で受信されていない場合も「質問事項なし」とみなします。』 

（２）質問回答書の提出先        千葉市財政局資産経営部契約課 

提出先メールアドレス『keiyaku-qa@city.chiba.lg.jp』   

提出先電話番号    ０４３－２４５－５０８８  

 （３）質問回答書のメール表題 

『【申請者】質問回答書』 

 （４）質問回答書の回答期間   令和８年６月２３日（火）１３：００から 

                 令和８年６月２９日（月）１７：００まで 

 （５）質問対象   質問の対象は設計図書を含むので、質問にあたっては本現場説明書及び

別添の図面、仕様書等を熟読すること。 

 （６）本工事担当課 千葉市 都市局 公園緑地部 公園建設課  

           ＴＥＬ０４３－２４５－５７８５ ＦＡＸ０４３－２４５－５８８５ 

 

３．一般事項 

 （１）本工事の作業にあたっては契約書及び設計図書、関係法規等を遵守し適正に行うこと。 

 （２）工事着工にあたって必要となる書類（契約約款による）は、契約締結後、期限内に提出

すること。 

 （３）監督職員との連絡は綿密に行い、業務の進捗状況を適宜報告し、万が一支障がある場合

は監督職員と協議の上、業務を進めること。 

 （４）監督職員の指示を受けた際には、内容を十分把握してから作業にあたること。 

 （５）工程管理を適正に履行し、工期の短縮に努めること。 

 （６）関係書類は的確に整理し、監督職員に提出を求められた場合、ただちに提出すること。 

    また、業務完成後は速やかに提出すること。 

 

４．特記事項 

 （１）特記仕様書を参照のこと。 

 


